
一

（
環
境
委
員
会
） 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
九
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨 

本
法
律
案
は
、
使
用
済
み
の
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
物
品
の
不
適
正
な
保
管
又
は
再
生
に
よ
る
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に

係
る
被
害
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
よ
り
生
じ
た
廃
棄
物
を
円
滑
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
等

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
要
適
正
保
管
使
用
済
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
物
品
保
管
業
又
は
要
適
正
再
生
使
用
済
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
物
品
再
生
業

を
行
お
う
と
す
る
者
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
、
国
内
に
お
い
て
収
集
さ
れ
た
要
適
正
保
管
使
用
済
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
物
品
又
は
要
適
正
再
生
使
用
済
金
属
・
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
物
品
で
あ
っ
て
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
該
当
す
る
も
の
の
保
管
又
は
再
生
は
な
る
べ
く
国
内
に
お
い
て
適
正
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
物
品
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

三
、
一
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
等
、
二
の
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
等
に
対
す
る
報
告
徴
収
、
立
入
検
査
、
改
善
命
令
、
措
置

命
令
等
の
規
定
を
整
備
す
る
。 



二

四
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
非
常
災
害
廃
棄
物
適
正
処
理
業
者
等
と
の
間
に
お
い
て
、
非
常
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す

る
協
定
を
締
結
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
の

記
載
事
項
に
、
非
常
災
害
時
に
お
け
る
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
等
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
。 

五
、
都
道
府
県
知
事
は
、
基
準
に
適
合
す
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
等
の
設
置
者
を
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
、
非
常
災
害

廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
設
置
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
設
置
者
は
、
非
常
災
害
廃
棄
物
の
処
分
の
委
託
を
受

け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
委
託
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

六
、
国
は
、
非
常
災
害
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
実
施
に
関
す
る
情
報
及
び
技
術
的
知
識
の
市
町
村
及
び
都

道
府
県
に
対
す
る
提
供
並
び
に
調
査
研
究
及
び
技
術
開
発
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
を
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事

業
株
式
会
社
そ
の
他
の
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

七
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
に
規
定
す
る
同
社
の
事
業
の
範
囲
に
非
常
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
事
業

を
追
加
す
る
。 

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。 


